
品川区防犯設備維持管理補助金交付要綱 

 

制定 平成２８年 ５月 ９日 要綱第１７６号 

改正 平成３０年 ６月 １日 要綱第１４７号 

改正 令和 元年１２月２７日 要綱第３００号 

改正 令和 ２年 ４月 １日 要綱第 ８５号 

改正 令和 ３年 ４月 １日 要綱第 ８３号 

改正 令和 ７年 ４月 １日 要綱第１２０号 

改正 令和 ８年 ４月 １日 要綱第１２３号 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、品川区（以下「区」という。）が、東京都が実施する「地

域における見守り活動支援事業」または「東京都防犯設備の整備に対する区市

町村補助金交付事業」への補助金制度を活用して、「地域における見守り活動

（防犯活動）」に自主的に取り組む区内の地域団体（以下「補助事業者」とい

う。）が設置した防犯カメラの維持管理に要する費用に充てる補助金（以下

「補助金」という。）を交付することに関し、必要な事項を定めることを目的

とする。 

 （用語の定義） 

第２条 この要綱において使用する用語の意義は次に定めるところによる。 

 ⑴ 「地域団体」とは、町会、自治会、ＰＴＡ、商店街等、一定の区域の住民

が構成し、または参加する団体をいう。 

 ⑵ 「移設料」とは、設置時に予見できなかった事情によるやむを得ない防犯

カメラの移設に係る経費をいう。 

 ⑶ 「保守点検料」とは、防犯カメラの正常な作動の維持を目的に実施される

点検作業等に係る経費をいう。 

 ⑷ 「修繕費」とは、機能の一部または全部に異常が発生している防犯カメラ

を正常な状態に戻す復旧作業等に係る経費および防犯カメラの部材等の交換

に係る経費をいう。 

 （補助金の交付対象） 

第３条 第１条に規定する補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」と

いう。）は、地域団体が防犯カメラの維持管理を実施する事業のうち、次に掲

げる要件の全てに該当するものをいう。 

 ⑴ 品川区地域見守り活動事業に対する補助金交付要綱（平成22年要綱第84

号）または品川区防犯設備整備事業補助金交付要綱（平成17年要綱第85号）

に基づき交付した補助金を充てて設置した防犯カメラに関する維持管理であ

ること。 

 ⑵ 当該地域団体において、設置の際に受けた補助金の条件である防犯に関す

る活動に引き続き取り組んでいること。 

 ⑶ 申請する年度内に実施され、完了できる事業であること。 



 （補助金の対象経費） 

第４条 補助金の対象とする経費は、前条に規定する防犯カメラの維持管理に要

した経費のうち電気料金、電柱使用料、移設料、保守点検料および修繕費の全

部または一部とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は交付の対象としない。 

 ⑴ 設置時になかった新たな機能を追加導入するための経費 

 ⑵ この補助金が公正かつ有効に使用されないことが明らかなもの 

 （補助金の額および補助率） 

第５条 補助金の額および補助率は、別表に定める額および率とする。 

２ 補助金に係る消費税および地方消費税に係る仕入税額控除の全部または一部

を納付した場合には、速やかに区長に報告しなければならない。この場合にお

いて、区長は、必要があると認めるときは、当該消費税および地方消費税に係

る仕入控除税額の全部または一部を区に納付させるものとする。 

 （補助金の交付申請および請求） 

第６条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、団体の代表者名で、補助

金交付申請書兼請求書（第１号様式）を区長に提出しなければならない。 

 （補助金の交付決定） 

第７条 区長は、前条の補助金交付申請書の提出を受けたときは、その内容を審

査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めるときは補助金の交付決定

を行い、補助金交付決定通知書（第２号様式）により補助事業者に通知するも

のとする。 

２ この補助金の交付決定には、次の各号に掲げる条件を付すものとする。 

 ⑴ 事業の執行に当たっては、公正かつ透明に行われるようにしなければなら

ないこと。 

 ⑵ 保守点検、修繕および移設の回数や内容は、この補助金の目的に照らして

必要最小限度にしなければならないこと。 

 ⑶ 運用する防犯カメラを撤去した場合は、速やかにその旨区長に報告するこ

と。 

 （補助金の支払い） 

第８条 区長は、前条第１項の規定により補助金の交付を決定したときは、補助

金を補助事業者に支払うものとする。 

 （変更の申請） 

第９条 第６条第１項の規定により補助金の交付決定を受けた補助事業者は、防

犯カメラの撤去等により補助金の額が交付決定額を下回ることが明らかになっ

たときは、速やかに変更申請書（第３号様式）を区長に提出しなければならな

い。 

２ 区長は、前項に規定する変更の申請を受けたときは、その内容を審査し、必

要に応じて現地調査等を行い、適当と認めるときは補助金の変更交付決定を行

い、補助事業者に通知するものとする。 

 （実績報告） 



第10条 補助事業者は、補助金の交付の決定に係る会計年度終了後、速やかに実

績報告書（第４号様式）を区長に提出しなければならない。 

 （補助金の額の確定） 

第11条 区長は、前条の報告があった場合は、これを審査し、別表に基づき交付

すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書（第５号様式）により補助事業

者に通知するものとする。 

 （交付決定の取消し） 

第12条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の

交付決定の全部または一部を取り消すことができる。 

 ⑴ 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

 ⑵ 補助金の交付決定の内容、これに付した条件その他法令または補助金の交

付決定に基づく命令に違反したとき。 

 （補助金の返還） 

第13条 区長は、補助金の交付を取り消した場合において、補助事業の当該取り

消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金が交付されているときは、期

限を定めて、その返還を命ずるものとする。 

２ 区長は、第８条第２項の規定により補助金の変更交付決定をした場合におい

て、補助事業の当該変更に係る部分に関し、既に補助事業者に補助金が交付さ

れているときは、交付決定額と変更交付決定額との差額を上限として、期限を

定めて、その返還を命ずることができる。 

 （補助金の経理等） 

第14条 補助事業者は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした

証拠書類を整理し、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の

終了後５年間保存しなければならない。 

 （委任） 

第15条 この要綱に定めるもののほか補助金交付に関し必要な事項は、地域振興

部長が定める。 

 

付 則 

この要綱は、平成２８年 ５月 ９日から適用する。 

付 則 

この要綱は、平成３０年 ６月 １日から適用する。 

付 則 

この要綱は、令和 元年１２月２７日から適用する。 

付 則 

この要綱は、令和 ２年 ４月 １日から適用する。 

付 則 

この要綱は、令和 ３年 ４月 １日から適用する。 

付 則 

この要綱は、令和 ７年 ４月 １日から適用する。 



付 則 

この要綱は、令和 ８年 ４月 １日から適用する。 

  



別表（第５条関係） 

補助金の対象経費 防犯カメラ１台あたりの補助金の額および補助率 

電 気 料 金 ５，０００円 

電 柱 使 用 料 １，３００円 

移 設 料 １５０，０００円 

保 守 点 検 料 

補助金の対象経費の額の６分の５（品川区防犯設備

整備事業補助金交付要綱に基づき交付した補助金を

充てて設置した防犯カメラに係るものの場合（以下

「商店街等が申請する場合」という。）は、３分の

２）の額とし、補助対象経費は１０，０００円を限

度とする。 

修 繕 費 

補助金の対象経費の額の６分の５（商店街等が申請

する場合は、３分の２）の額とし、補助対象経費は 

２００，０００円を限度とする。 

 

備考 

  １ 防犯カメラの設置に電柱を使用していない場合は、電気料金のみとする。 

  ２ 当該年度の１年間に実際に支払った電気料金、電柱使用料、移設料が補

助金額を下まわる場合は、実際に支払った額を補助金額とする。 

  ３ 年度途中で設置または廃止した場合の電気料金、電柱使用料に係る補助

金額については、その事実の発生した日の属する月を含むものとし、月額

計算（１０円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。 

  ４ 保守点検料・修繕費に係る補助金の交付は、防犯カメラ１台あたり年１

回とする。 

  ５ 保守点検料・修繕費に係る補助金に関して、1,000 円未満の端数が生じた

場合には、これを切り捨てるものとする。 

  



第１号様式（第６条関係） 

 

年  月  日 

 

 品川区長 あて 

                  団体名 

                  代表者名 

                  住所 

 

品川区防犯設備維持管理補助金交付申請書兼請求書 

 

   年度品川区防犯設備維持管理補助金の交付を受けたいので、下記のとおり

申請し、請求額のとおり請求します。 

なお、設置の際に受けた補助金の条件である定期的な防犯活動（品川区地域見

守り活動事業に対する補助金の場合は月１回以上）に継続して取り組んでいま

す。 

 

記 

 

１ 申請および請求額  金             円 

 

２ 内  訳 

 

補助金の対象経費 防犯カメラ１台あたりの額 数 量 申請および請求額 

電 気 料 金    

電柱使用料    

移 設 料    

保守点検料    

修 繕 費    

  

３ 添付書類 

(1) 電気料金に係る補助金の交付を受けようとする場合は、電気料金のお知ら

せ等の写し（直近のもの）。移設料、保守点検料および修繕費に係る補助金

の交付を受けようとする場合は領収書および完了報告書等の写し。 

(2) その他区長が必要と認める書類 

  



第２号様式（第７条関係） 

 

第  号 

年  月  日 

 

         様 

                     品川区長 

 

 

品川区防犯設備維持管理補助金交付決定通知書 

 

   年度品川区防犯設備維持管理補助金について、下記のとおり決定しました

ので通知します。 

 

記 

 

１ 補助金交付決定額  金             円 

 

２ 内  訳 

 

補助金の対象経費 防犯カメラ１台あたりの額 数 量 決 定 額 

電 気 料 金    

電柱使用料    

移 設 料    

保守点検料    

修 繕 費    

 

３ 条  件 

(1)事業の執行に当たっては、公正かつ透明に行われるようにしなければな

らない。 

(2)運用する防犯カメラを撤去した場合は、速やかにその旨区長に報告する

こと。 

  



第３号様式（第９条関係） 
 

年  月  日 
 
 品川区長 あて 
                  団体名 
                  代表者名 
                  住所 
 

品川区防犯設備維持管理補助金に係る変更申請書 
 
    年  月  日付       により補助金交付決定通知のあった 
  年度品川区防犯設備維持管理補助金の内容を、下記のとおり変更申請しま

す。 
 

記 
 
１ 補助金交付決定額  金             円 
 
２ 変更の内容 
 
 
３ 変更の理由 
 
   



第４号様式（第 10 条関係） 

 

年  月  日 

 

 品川区長 あて 

                  団体名 

                  代表者名 

                  住所 

 

品川区防犯設備維持管理補助金に係る実績報告書 

 

   年度品川区防犯設備維持管理補助金に係る実績は下記のとおりです。 

 

 

 

記 

 

 

１ 活動実績 

 

補助金の対象項目 数 量 備考 

防犯カメラ   

電   柱   

移 設 料   

保守点検料   

修 繕 費   

※ 備考欄については、防犯カメラが稼働していなかった場合に記入してくだ

さい。 

  



第５号様式（第 11 条関係） 

 

第  号 

年  月  日 

 

         様 

                     品川区長 

 

 

品川区防犯設備維持管理補助金の確定について（通知） 

 

   年  月  日付で実績報告のあった  年度品川区防犯設備維持管理補

助金について、下記のとおり確定します。 

 

記 

 

１ 交付確定額    金             円 

 

２ 交 付 済 額    金             円 

 

３ 差 引 金 額    金             円 

 

 

 


